
法人番号の指定・通知・公表について
・国税庁長官は、①設立登記法人、②国の機関、③地方公共団
体、④その他の法人や団体に13桁の法人番号を指定します。指定指定指定
・平成27年10月から法人の皆さまに法人番号などを
記載した通知書の郵送を開始します。通知通知通知

・法人番号を指定した法人などの①名称、②所在地、③法人番
号をインターネットを通じて公表します。公表公表公表

会社や国の機関などについては、特段の手続き
を要することなく、法人番号が指定されます。

場所

鷲別支所
登別支所
登別温泉支所

時間 手続きに必要なもの

・本人確認書類
・印鑑
・代理人が手続き
を行う場合は、
委任状

市役所１階
1番窓口

平日の９時から17時30分まで
※毎週木曜日（祝日などを除
　く開庁日）は19時まで。

平日の９時から17時30分まで

12『マイナンバー』をお知らせします

　
10
月
５
日
以
降
に
、
12
桁
の
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
が
記
載
さ
れ
た
『
通
知
カ
ー
ド
』
が
、

原
則
と
し
て
住
民
票
に
登
録
さ
れ
て
い
る

住
所
宛
て
に
、
世
帯
ご
と
に
簡
易
書
留
で

郵
送
さ
れ
ま
す
。

　
『
通
知
カ
ー
ド
』
を
郵
送
す
る
に
あ
た

り
、
住
民
票
に
登
録
さ
れ
て
い
る
住
所
と

実
際
に
お
住
ま
い
の
住
所
が
異
な
る
方
は
、

『
通
知
カ
ー
ド
』
が
届
か
な
い
恐
れ
が
あ

り
ま
す
の
で
、
住
所
変
更
の
届
け
出
を
行

っ
て
く
だ
さ
い
。

　
登
別
市
か
ら
市
外
へ
住
所
を
異
動
す
る

場
合
の
転
出
届
は
、
市
役
所
窓
口
で
手
続

き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
ほ
か
、
郵
送
も

可
能
で
す
。

　
市
外
か
ら
登
別
市
へ
住
所
を
異
動
す
る

場
合
は
、
以
前
住
ん
で
い
た
市
区
町
村
で

転
出
の
届
け
出
の
手
続
き
を
行
い
、
発
行

さ
れ
た
転
出
証
明
書
ま
た
は
住
民
基
本
台

帳
カ
ー
ド
が
必

要
と
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
平
成

27
年
10
月
５
日

以
降
に
転
居
・

転
入
手
続
き
を

さ
れ
る
方
に
は
、

窓
口
で
転
居
・

転
入
届
け
出
時

に
通
知
カ
ー
ド

の
所
有
を
確
認

し
ま
す
。
詳
し

く
は
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
本
人
確
認
書
類
は
、
運
転
免
許
証
、
パ

ス
ポ
ー
ト
、
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
な

ど
の
写
真
付
き
の
も
の
１
点
か
、
各
種

健
康
保
険
証
の
被
保
険
者
証
、
年
金
手

帳
、
介
護
保
険
の
被
保
険
者
証
、
学
生

証
、
生
活
保
護
受
給
者
証
、
住
民
基
本

台
帳
カ
ー
ド
（
写
真
な
し
）
な
ど
写
真

付
き
で
な
い
も
の
２
点
が
必
要
と
な
り

ま
す
。

　
ひ
と
り
暮
ら
し
で
、
長
期
間
、
医
療
機

関
や
施
設
に
入
院
・
入
所
さ
れ
て
い
る
方

や
、
そ
の
ほ
か
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ

り
住
民
票
の
あ
る
住
所
地
で
通
知
カ
ー
ド

を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
は
『
居

所
情
報
登
録
申
請
書
』
を
９
月
25
日
ま
で

に
住
民
票
の
あ
る
住
所
地
の
市
区
町
村
に

持
参
ま
た
は
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

　
申
請
が
認
め
ら
れ
た
方
は
、
現
在
お
住

ま
い
の
場
所
で
通
知
カ
ー
ド
を
受
け
取
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

※
居
所
情
報
登
録
申
請
書
は
、
市
区
町
村

窓
口
に
配
置
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
総

務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
　
　
　
　
　
　

soum
u.go.jp/kojinbango_card/

）

で
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

　
平
成
27
年
10
月
５
日
以
降
、
13
桁
の
法

人
番
号
が
、
国
税
庁
か
ら
登
記
上
の
所
在

地
へ
通
知
さ
れ
ま
す
。
法
人
番
号
は
１
法

人
に
１
番
号
の
み
指
定
さ
れ
、
法
人
の
支

店
や
事
業
所
に
は
指
定
さ
れ
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
法
人
な
ど
の
称
号
や
名
称
、
本

店
ま
た
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、
法

人
番
号
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て

国
か
ら
公
表
さ
れ
る
予
定
と
な
っ
て
お
り
、

こ
れ
ら
を
公
表
す
る
こ
と
で
、
企
業
の
事

務
負
担
軽
減
な
ど
に
つ
な
が
る
こ
と
が
考

え
ら
れ
ま
す
。

　
事
業
者
の
方
は
、
法
人
税
の
申
告
書
や

源
泉
徴
収
票
な
ど
を
税
務
署
に
提
出
す
る

際
に
、
法
人
番
号
の
記
載
を
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

●
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
通
知
に
つ
い
て

●
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
通
知
に
つ
い
て

●
居
所
情
報
登
録
申
請
に
つ
い
て

●
居
所
情
報
登
録
申
請
に
つ
い
て

●
法
人
番
号
の
通
知
に
つ
い
て

●
法
人
番
号
の
通
知
に
つ
い
て

●
住
所
変
更
の
届
け
出
に
つ
い
て

●
住
所
変
更
の
届
け
出
に
つ
い
て

『
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
』を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

『
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
』を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

イ
ー
タ
ッ
ク
ス

▲マイナンバー
　キャラクター
　マイナちゃん

奇数マイナンバー制度

http://w
w
w
.

　
先
月
号
で
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
し
た
。

　
今
号
で
は
、
『
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
』
が
記
載
さ
れ

た
『
通
知
カ
ー
ド
』
の
郵
送
に
伴
う
住
所
変
更
と

法
人
番
号
の
通
知
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

●

住
所
変
更
に
つ
い
て…

…
…
…

●

法
人
番
号
の
通
知
に
つ
い
て…

▼
問
い
合
わ
せ

市
民
サ
ー
ビ
ス
グ
ル
ー
プ

企
画
調
整
グ
ル
ー
プ

（
☎
85
１
８
５
５
）

（
☎
85
５
１
０
９
）

偶数９月２０日は登別市民憲章制定日です13 ９月20日は登別市民憲章制定日です

▲昨年の街頭啓発活動

問い合わせ　登別市民憲章推進協議会事務局連絡所
（市民協働グループ内・☎84１０７９）

まえ　だ ふみひこ

登別市民憲章
推進協議会
会長　前田　文彦

　わ
た
し
た
ち
は

　古
い
歴
史
と
美
し
い
自
然
に
恵
ま
れ
た

登
別
の
市
民
で
す

　こ
こ
に

　わ
た
し
た
ち
の
心
が
ま
え
を
定
め
て
よ
り
よ
い

ま
ち
を
つ
く
る
こ
と
に
努
め
ま
す

一

　心
身
を
き
た
え
よ
く
働
い
て

　
　
　活
気
あ
ふ
れ
る
豊
か
な
ま
ち
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う

一

　親
切
を
つ
く
し

　き
ま
り
を
守
っ
て

　
　
　
　
　明
る
く
住
み
よ
い
ま
ち
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う

一

　自
然
を
愛
し

　力
を
あ
わ
せ
て

　
　
　
　
　
　緑
と
空
気
と
太
陽
の
い
っ
ぱ
い
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　き
れ
い
な
ま
ち
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う

一

　未
来
を
つ
く
る
青
少
年
の

　
　
　
　
　健
全
な
夢
の
育
つ
ま
ち
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う

一

　教
養
を
つ
み

　視
野
を
広
げ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　平
和
で
文
化
の
か
お
り
高
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ま
ち
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う

９月２０日は登別市民憲章制定日です

登
別
市
民
憲
章

市民憲章啓発の
　　　　取り組み

本年度の事業紹介
街頭啓発/小学校での啓発

　
今
年
度
の
事
業
は
、
市
内

小
学
校
に
市
民
憲
章
唱
和
の

依
頼
と
合
わ
せ
て
、
小
学
４

年
生
を
対
象
に
市
民
憲
章
文

が
記
載
さ
れ
た
ク
リ
ア
フ
ァ

イ
ル
を
配
布
し
、
啓
発
標
語

の
募
集
を
行
い
ま
し
た
。
な

お
、
優
秀
作
品
に
つ
き
ま
し

て
は
、
広
報
な
ど
で
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

　
ま
た
、
９
月
18
日
㈮
に
大

型
ス
ー
パ
ー
な
ど
市
内
３
カ

所
で
の
通
学
・
通
勤
、
買
い

物
中
の
皆
さ
ん
に
街
頭
啓
発

を
実
施
し
、
市
民
憲
章
文
入

り
ポ
ケ
ッ
ト
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な

ど
の
啓
発
品
を
配
布
し
ま
す
。

　
日
頃
よ
り
、
協
議
会
の
活

動
に
ご
協
力
い
た
だ
き
、
厚

く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
登
別
市
民
憲
章
は
、
昭
和

43
年
９
月
20
日
に
制
定
さ
れ

ま
し
た
。
制
定
日
に
ち
な
み
、

９
月
20
日
を
市
民
憲
章
啓
発

日
と
定
め
、
啓
発
活
動
を
行

っ
て
お
り
ま
す
。

　
協
議
会
で
は
、
市
民
一
人

ひ
と
り
の
つ
な
が
り
を
大
切

に
し
、
市
民
憲
章
の
精
神
が

市
民
の
皆
さ
ん
の
日
常
生
活

に
溶
け
込
み
、
先
人
た
ち
が

築
き
上
げ
て
き
た
登
別
市
を

『
よ
り
豊
か
で
住
み
よ
い
ま

ち
に
』
と
願
い
を
込
め
、
今

日
ま
で
啓
発
運
動
の
取
り
組

み
を
進
め
て
き
ま
し
た
。

　
今
年
度
の
啓
発
活
動
は
、

小
学
４
年
生
を
対
象
と
し
た

標
語
募
集
と
街
頭
啓
発
に
取

り
組
み
ま
す
。

　
今
後
も
市
民
憲
章
推
進
の

た
め
、
市
民
の
皆
様
の
ご
支

援
、
ご
協
力
を
お
願
い
申
し

上
げ
ご
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。


